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○ 取扱い 

原則として、１日で全顎のスケーリングを実施した場合の、全歯に対す

るＳＲＰ、歯周外科手術に係る費用の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯周病の病態はさまざまであり、１日でスケーリングを実施することは、

歯科医学的にもあり得る。また、その後の歯周病検査の結果によっては、

歯周病の進行の程度、根面の状況により、全歯に対するＳＲＰや必要な部

位の歯周外科手術を実施することも考えられる。 

 


